




　別表第４（第２条関係）

必修 選必 選択 必修 選必 選択
・教職の意義及び
教員の役割

教職概説 2 2

・教員の職務内容
（研修，服務及び
身分保障等を含
む。）
・進路選択に資す
る各種の機会の提
供等

教育原理 2 2
教育史 2 2

・幼児，児童及び
生徒の心身の発達
及び学習の過程
（障害のある幼
児，児童及び生徒
の心身の発達及び
学習の過程を含
む。）

発達と学習の心理学 2 2

現代教育論 2 2

社会教育概論Ⅰ 2 2

・教育課程の意義
及び編成の方法

教育課程論 2 2

・各教科の指導法 中等美術科教育法Ⅰ 2 2

中等美術科教育法Ⅱ 2 2

中等美術科教育法Ⅲ 2 2

中等美術科教育法Ⅳ 2 2

工芸科教育法Ⅰ 2

工芸科教育法Ⅱ 2

・道徳の指導法 道徳教育の理論と方法 2 中免のみ。
・特別活動の指導
法

特別活動の理論と方法 2 2

教育方法学概説 2 2

教育方法論 2 2

・生徒指導の理論
及び方法
・進路指導の理論
及び方法

・教育相談（カウ
ンセリングに関す
る基礎的な知識を
含む。）の理論及
び方法

教育相談の理論と方法（中等） 2 2

教育実習 中学校教育実習Ⅰ 3 3
中学校教育実習Ⅱ 2 2
高等学校教育実習　 3 3

教職実践演習 教職実践演習（中・高） 2 2

　別表第５（第２条関係）

必修 選必 選択 必修 選必 選択
教科又は教職に関する科目 道徳教育と学級経営 2 2

教育評価 2 2
教育統計Ⅰ 2 2
人権教育論 2 2

別表第６（第２条関係）

必修 選必 選択 必修 選必 選択
日本国憲法 日本国憲法 2 2
体育 体育実技Ⅰ 1 1

体育実技Ⅱ 1 1
外国語コミュニケーション 英語A 1 1 ２単位以上選択必修。

英語B 1 1
英語C 1 1
英語D 1 1

情報機器の操作 情報基礎概論 2 2
デジタル表現基礎 2 2
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科目 授業科目
単位

備考中免 高免

最低修得単位を超えて履
修した「教科に関する科
目」若しくは「教職に関
する科目」についても，
「教科又は教職に関する
科目」に充てる。

教
職
に
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す
る
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（
中
免
は
三
十
三
単
位
以
上
，
高
免
は
二
十
五
単
位
以
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得
す
る
こ
と
。
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科目 授業科目
単位

備考中免 高免

教職の意義等に関
する科目

教育の基礎理論に
関する科目

・教育の理念並び
に教育に関する歴

・教育に関する社
会的，制度的又は
経営的事項

教育課程及び指導
法に関する科目

（美術）
中免はⅠ･Ⅱ必修。Ⅲ･Ⅳ
から２単位選択必修。
高免はⅠ必修。Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ
は選択科目。

（工芸）
高免のみ。Ⅰ必修。Ⅱは
選択科目。

・教育の方法及び
技術（情報機器及
び教材の活用を含
む。）

これらの２科目から，１
科目２単位選択必修。

生徒指導，教育相
談及び進路指導等
に関する科目

生徒・進路指導の理論と方法（中等） 2 2

中免は５単位選択必修。
高免は３単位選択必修。
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学芸員の資格の取り方

学芸員とは

　　学芸員は，博物館資料の収集，展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項に
従事することを職務とし，その資格の習得のためには学士の学位を有し，かつ大学において文部科学省で定
める博物館に関する科目を習得しなければなりません（博物館法第５条）。

資格取得のための科目

　　学芸員の資格取得の要件となる博物館に関する科目は下記の表のとおりです。本学部では学部共通科
目，地域デザインコースのコース基礎科目およびコース選択科目として開講されています。

学芸員として活躍するためには

　　実際に博物館等の学芸員として就職し，活躍するためには専門的な知識と技術の修得が必要となります。
チューターおよび指導教員と相談しながら，それに関する芸術地域デザイン学部等の科目を履修します。

「博物館に関する科目」開講科目一覧

博物館法に定められている科目 大学における開講科目
備　　　考

科　目　名 単位数 科　目　名 区分 単位数

生涯学習概論 2 社会教育概論Ⅰ 必修 2

※　社会教育概論Ⅰおよび現
代教育論は教育学部で開
講。

※　博物館学外実習の履修に
は博物館概論・博物館経営
論・博物館資料論・博物館
学内実習の単位取得済みで
あることを条件とする。ま
た、博物館展示論、現代教
育論、博物館教育論、博物
館情報・メディア論につい
ても履修中か履修済みであ
ることがのぞましい。

博物館概論 2 博物館概論 必修 2

博物館経営論 2 博物館経営論 必修 2

博物館資料論 2 博物館資料論 必修 2

博物館資料保存論 2 博物館資料保存論
（芸術と倫理を含む） 必修 2

博物館展示論 2 博物館展示論 必修 2

博物館教育論 2 現代教育論 必修 2

博物館教育論 必修 1

博物館情報・メディア論 2 博物館情報・メディア論 必修 2

博物館実習 3 博物館学内実習 必修 2

博物館学外実習 必修 1
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佐賀大学芸術地域デザイン学部転学部・転コース等に関する内規
 

（平成28年３月16日制定）
　（趣旨）
第１条　この内規は，佐賀大学学則（平成16年４月１日施行）第32条の規定により，佐賀大学芸術
地域デザイン学部（以下「本学部」という。）における転学部及び転コースに関し必要な事項を
定めるものとする。
　（転学部，転コースの許可）
第２条　本学部の学生で他学部への転学部を志願する場合は，当該他学部と協議の上，教授会の議
を経て，学年の始めに，若干人に限り許可することがある。
２　本学部の学生で他コースへの転コースを志願する場合は，当該他コースと協議の上，次条に定
める要件を満たした者のみ教授会の議を経て，学年の始めに，若干人に限り許可することがある。
３　他学部の学生で本学部への転学部を志願する場合は，当該他学部と協議の上，第４条に定める
要件を満たした者のみ当該学生が志願するコースにおいて，第７条に定める選考を実施の上，教
授会の議を経て，学年の始めに，若干人に限り許可することがある。
４　推薦入試又はＡＯ入試及び編入学で入学した学生については，原則として，転学部及び転コー
ス等を認めない。
　（志願資格）
第３条　転コースを志願する者については，２年次生への転入に限るものとし，次の各号のいずれ
かに該当し，次の算式によって算出した学業成績平均点が２点以上の者でなければならない。

(優以上の単位数)×３点＋(良の単位数)×２点＋(可の単位数)×１点 ＝学業成績平均点総修得単位数

(1) １年次生にあっては，修得単位数が15単位以上の者
(2) ２年次生にあっては，修得単位数が45単位以上の者
(3) ３年次生にあっては，修得単位数が75単位以上の者
(4) ４年次生にあっては，修得単位数が100単位以上の者
第４条　本学部に転学部を志願する者については，２年次生への転入に限るものとし，次の各号の
いずれかに該当し，前条の算式によって算出した学業成績の平均点が２点以上の者でなければな
らない。
(1) １年次生にあっては，修得単位数が15単位以上の者
(2) ２年次生にあっては，修得単位数が45単位以上の者
(3) ３年次生にあっては，修得単位数が75単位以上の者
(4) ４年次生にあっては，修得単位数が100単位以上の者
第５条　第３条及び前条に定める修得単位数には，当該年度の後学期分の修得見込み単位数を含ま
ない。
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　（願書等の提出）
第６条　本学部に転学部を志願する者は，所属学部の承認を経て，所定の願書，申請書，履歴書，
成績証明書及び履修届（写）を提出しなければならない。
２　転コースを志願する者は，所定の願書及び申請書を提出しなければならない。
３　他学部に転学部を志願する者は，申出書を提出しなければならない。
４　前３項の願書等は，転学部又は転コースを希望する年度の前年の12月28日（その日が日曜日若
しくは土曜日又は休日（以下「日曜日等」という。）に当たる場合は，その日の直前の日曜日等
でない日）までに，教務課芸術地域デザイン学部教務主担当に提出しなければならない。
　（選考）
第７条　転学部の申出があった場合，学部長は，教授会に，転学部選考委員会（転コースの申出が
あった場合は，転コース選考委員会）を設置し，教務委員会委員及び転学部又は転コースの申し
出があったコースの代表者で構成する。
２　転学部選考委員会及び転コース選考委員会は，書類審査，面接及び学力試験（実技試験を含
む。）を課し,合否を判定する。
３　面接及び学力試験については，願書等受理後，本人に日時等を通知する。
　（在籍期間）
第８条　転学部又は転コースを許可された者は，３年以上本学部に在籍しなければならない。
　（雑則）
第９条　この内規に定めるもののほか，転学部・転コースに関し必要な事項は，別に定める。

　　附　則
この内規は，平成28年４月１日から施行する。
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芸術地域デザイン学部卒業研究に関する細目
 

（平成28年３月16日制定）
　　　　　　　　　　
１　卒業研究は，論文又は制作とする。
２　卒業研究の履修は、卒業研究開始日に在学期間３年以上で、３年次後学期終了までに，卒業に
　必要な単位のうち90単位以上を修得している者に対して認められる。なお、在学期間に休学期
間は含まれない。
３　卒業研究の指導教員は，学生の所属するコースに関係する研究分野の本学部の専任教員の中か
ら１人選んで定めるものとする。
４　学生は，指導教員と相談の上，卒業研究の題目を定め，３年次の１月20日までに，コースの教
員代表に履修の届け出をしなければならない。
　　コースの教員代表は，学生からの届け出に基づき「卒業研究履修者名簿」を１月末までに芸術
地域デザイン学部教務担当へ提出するものとする。
　　ただし，届出の期日に休学中の者は復学決定後，コースの教員代表に速やかに届出をするもの
とする。
５　論文の提出期限は，卒業予定年度の１月末日とし，制作の提出期限は，２月20日とする。論文
や制作などは，指導教員に提出するものとする。
　　なお，学年の中途に卒業が予定される者の論文等の提出期限は，卒業予定年度の８月10日とする。
６　卒業研究の成績は，「成績判定等に関する規程」の定めるところにより，指導教員と学生の所
属するコースの教員１人以上とが合議して判定する。
　　主査は指導教員とする。
７　卒業研究の成績は，コースの教員代表から芸術地域デザイン学部教務担当に，卒業予定年度の
２月21日までに提出するものとする。
　　ただし，学年の中途に卒業が予定される者の卒業研究の成績は，８月12日までに提出するもの
とする。

　　附　則
この細目は、平成28年４月１日から施行する。
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芸術地域デザイン学部建物配置図

芸術地域デザイン学部２号館

芸術地域デザイン学部３号館

芸術地域デザイン学部１号館

総合研究１号館
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美術教室

染色教室 非常勤
講師
控室

美術
準備室

コア
科目
準備室

山下 有馬

演習室 演習室

演習室杉本 アクティブラーニング室

西島重藤山﨑 山口

小坂 石井 ホートン

A101
講義室

A102 講義室

演習室 演習室 演習室 演習室

共通資料機器
保管室

共通資料機器
保管室

演習室

〔
芸
術
地
域
デ
ザ
イ
ン
学
部
〕

演習室

鳥谷共通
研究室

キュレーション
実習室Ⅰ

キュレー
ション
実習室Ⅱ

地域デザイン
実習室
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漆　・　木　工　教　室
ミクストメディア
（金　工）教　室

栁

土
屋

研
究
室

中
村
隆

研
究
室

共通管理室４
（器材室）

共通管理室８
（コア科目準備室）

共通管理室３
（器材室）

３号館

２号館

窯　芸
準備室

デジタル
デザイン
演	習	室

ＩＣＴデザイン
講義室
（32名）
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学
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演
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室
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ィ
ア
デ
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習
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〕

〈
全
学
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用
ス
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ー
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共通管理室６
（地理考古学
実習室）

研究室５研究室７
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W
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３　号　館

２
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　館

資料室

経済121
演 習 室

（20名）

（20名）

（20名）

（20名）

（20名）

経済122
演 習 室
経済123
演 習 室
経済124
演 習 室
経済125
演 習 室

W・C

エレベーター

女
子
W
C

富

　田

男
子
W
C

１ 　 号 　 館
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報
演
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２階
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研究図書室
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閲覧室

連
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路

リフレッシュ
スペース

ゼミ連


